
シチズン時計株式会社

①適時開示情報の発生

法務室 ②開示の要否の判断

弁護士

会計士 等

③開示が必要な場合、

④必要に応じて 起案部門と共同で書類作成

作成支援

⑤承認 ※

⑥提出

取締役会

東京証券取引所

適時開示体制

当社各部門・子会社

経営企画部

経理部

総務部

広報ＩＲ室

※ 「災害の発生」等緊急を要する場合は、取締役会の承認を得ずに代表取締役社長及び担当役員の

承認により東京証券取引所に開示する場合もある。


